
   物 件 説 明 書  【令和 4 年 10 月作成】 
 

  

物件番号 7  公 募 価 格  5,519,500円 

区

分 
所  在  地 家屋番号 地目、又は種類・構造 数 量 備考 

土

地 
下関市長府中土居北町８７５番２ 

 

  － 
宅地 

336.32㎡

(101.73坪) 
実測 
面積 

建

物 
下関市長府中土居北町８７６番地 ８７６番 

【居宅】木造スレート

葺 2 階建 

１階 58.95 ㎡ 

２階 39.66 ㎡ 

 計 98.61 ㎡ 

(29.82 坪) 

登記 
面積 

土 地 の 形 状 間口約16ｍ・奥行約26ｍのやや不整形状地です。 

接面道路の幅員等 

北東側道路に約1.2～1.5ｍ高位接沿しています。この道路は、市道長府三島町９号線（有

効幅員約1.3～3ｍと市道長府中土居北町２号線（幅員約4～5ｍ）とを結ぶ市道長府中土

居北町１号線（建築基準法第４２条２項道路）で、西側離合地点から対象地までは幅員約

2～2.5ｍ、それ以東は幅員約1.5ｍ未満で自動車の通行不可能な状況です。 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画区域 下関市都市計画区域 区域区分 市街化区域 

用途地域 第1種中高層住居専用地域 地域地区 建築基準法２２条区域 

建ぺい率 60％ 容 積 率 200％ 

そ の 他 

 

・日影制限、斜線制限（道路斜線、隣地斜線） 

・宅地造成工事規制区域 

・建築物の建築を目的で行う土地の区画形質の変更は許可対象になります。 

・山口県建築基準条例（がけ条例）第7条に該当する場合は、擁壁を設けなければならない場合 

があります。 

 ※詳細は下関市都市整備部建築指導課(TEL:083-231-1380)にお問い合わせください。 

・居住誘導区域 

・土砂災害特別警戒区域の一部（急傾斜）及び土砂災害警戒区域（急傾斜）に該当します。 

 ※詳細は下関土木建築事務所維持管理課(TEL:083-223-7103)にお問い合わせください。 

・下関市屋外広告物条例（制限区域） 

・下関市景観計画区域 

 ※詳細は下関市都市整備部都市計画課景観係(TEL:083-231-1225)にお問い合わせください。 

 

※法令等の制限については、申込者の責任において再度調査をお願いします。 

 

私道の負担等に関する事項 負担等の有無  無 

施設整備状況 

施 設 名 事 業 所 名 電話番号 配管等の状況 

上 水 道 
下関市上下水道局 

給水課  
083-231-8860 

使用に当たり、引込み・接続工
事、費用負担等が必要となる場合
があります。詳細については、左
記事業者へお問い合わせくださ
い。 

下 水 道 
下関市上下水道局 

下水道整備課 
083-231-1725 

都 市 ガ ス 山口合同ガス（株）下関支店 083-233-3905 

電   気 
中国電力 

下関ネットワークセンター 
0120-614-208 
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建物等の概要 

建築年月日 平成３年３月２７日 

間 取 り 
１階：玄関、和室１、洋室１，台所、浴室、トイレ等 
２階：和室１、洋室２ 

そ の 他 物置１、門扉、フェンス、電柱（本柱１、支線１）、植栽等 

  

 
近隣地域 

 交通条件 

 (道路距離) 

 

  

道路条件 

 自然条件等 

 地域的特性 

 
・バス停「中土居」まで       約400m 

・JR山陽本線「長府駅」まで  約2.2km 

・下関市長府支所まで          約1.3km 

・豊浦小学校まで       約450m 

・長府体育館・運動場     約1.2km 

 

・戸建て住宅地であるが、南西側隣地が約３ｍ程度高く、隣地の様相を呈していること、また

南西側が山側の法面に面し、土砂災害警戒区域に指定されていることから劣ります。 

・日照・通風等の自然的条件は普通です。 
 

 

 

 

 

 

 

備   考 

 

 

 

 

 

 

・平成２４年３月まで長府高校校長住宅及びその敷地として使用していました。 

・平成２４年１２月に下水設備接続工事を実施し、浄化槽は撤去しています。 

・建物は築後３１年経過していることから、目視できる部分のみならず、目視できない部分に

ついても相応の経年劣化が見込まれます。したがって、建物や付属する電気設備、給排水設

備等の各種設備を使用する場合は、購入者負担による点検、修繕、取替え等が必要になりま

す。 

・土壌汚染、地下埋設物、地盤及びシロアリに関する調査は実施していません。 

・アスベスト含有吹付材等について：無（H17県職員による確認） 

・建物の耐震診断：調査未実施 

・当該敷地内の上空を電線が占用しています。 

・当該地内に存在する擁壁、工作物及び樹木等全て現況のままお引き渡しします。（県は、こ

れらの点検、修繕、取替え、移設、撤去、関係者との交渉・調整、費用負担等は行いません。）。 

・建築確認申請書、新築図面：有 

・検査済証交付：無 

・擁壁等の構造物について、構造計算書等はありません。 

・県工作物（門扉）の真ん中を境界線が通っているため、工作物の一部が隣接地に越境しています。 

・現況と図面が異なる場合は現況が優先します。図面が不足していること等によって生じる費用負担等

について、県は対応いたしません。 
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物件番号 7 所在地 下関市長府中土居北町８７５番２ 

案内図及び現況写真 
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物件番号 7 

測量図等資料 
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物件番号 7 

測量図等資料 
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物件番号 7 

測量図等資料 
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物件番号 7 

測量図等資料 

  

 


